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令和５年 第１０回山ノ内町農業委員会総会議事録 

 １．総会の種類   定例 

 ２．開催の告示期日   令和５年１０月１２日 

 ３．開催通知の期日   令和５年１０月１２日 

 ４．招集期日   令和５年１０月３０日 

 ５．招集場所   山ノ内町役場 ４０１会議室 

 ６．招集者   山ノ内町農業委員会会長 山本善孝 

 ７．開催時刻   午後 ４時００分 

 ８．議長氏名   山本善孝 

 ９．委員出欠席 議席 氏 名  議席 氏 名  

１ 湯本幸作 出 １０ 藤浦忠広 出 

２ 湯本久万 出 １２ 下田和浩 出 

３ 小古井英雄 出 １３ 小池俊治 出 

４ 下田健志 出 １４ 齊藤蝶次郎 出 

５ 山口 剛 出 １５ 佐藤次雄 出 

６ 望月美知子 出 １６ 白鳥金次 欠 

７ 福井敏彦 出 １７ 湯本貴文 出 

８ 渡辺輝子 出 １８ 上原 仁 出 

９ 湯本 浩 出 １９ 山本善孝 出 

１０．事務局出欠席 事務局長 宮崎弘之 出 

係  長 青木重喜 出 

書  記 山岸孝子 出 

書  記 小林万里奈 出 

書  記 石川政志 出 

 

１１．報告事項 

 

報告第２０号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 

１２．提出議案 

 

議案第２６号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２７号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第２８号  農用地利用集積計画の承認について 

 

１３．その他 

 

 農業委員会慰労旅行について 
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 農地利用最適化活動について 

 県選出国会議員との懇談会の議題について 

 当面の日程について 

 

 

＜開会＞ 

会長代理 それでは、第１０回山ノ内町農業委員会定例総会を始めさせていただきます。 

本日、欠席ということで白鳥委員のほうから連絡がありましたので、よろしくお願

いいたします。 

それでは、招集者挨拶ということで、山本会長、よろしくお願いいたします。 

 

＜招集者挨拶＞ 

会 長  お疲れさまです。 

外を見れば９月いっぱいの暑さもなくなり、１０月に入って大分涼しくなって、今

は里のほうに見渡すと紅葉が大分降りてきまして、近場の桜、堤防の桜とか、オリ

ンピック道路の桜の木も結構色づいてきて、きれいな時期になってきました。 

農作物のほうですけれども、ブドウのほうもぼちぼちの形になってきまして、１１

月に入れば、またフジのほうの収穫も始まりつつ、農家の皆さんも忙しくなってく

ると思いますけれども、頑張って農作業をしていただきたいと思います。 

今月は別段状況的にお話しすることもありませんので、今日はこのぐらいにしまし

て、議会のほう、よろしくお願いいたします。本日はよろしくお願いします。 

 

会長代理 山本会長、ありがとうございました。 

それでは、議事に入りたいと思います。議事の進行を山本会長、よろしくお願いい

たします。 

 

＜議事録署名委員の選任＞ 

議 長  それでは、始めたいと思います。 

４番の議事録署名委員の選任ですけれども、今日は 

  １番   湯本幸作 委員 

 １７番   湯本貴文 委員 

お願いいたします。 

 

＜議事＞ 

議 長  それでは、議事に入ります。 

５番の議事に入ります。 

（１）報告第２０号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、事務局

より説明をお願いいたします。 

 

事務局  １ページをご覧ください。報告第２０号 農地法第３条の３第１項の規定による届

出について、今月２件です。 

１件目、農地所有者は、○○の○○○○、相続者、○○○、対象農地、大字戸平穏

字○○○○○他１０筆、現況地目が畑、現況面積９，４１１．２９平米、あっせん

希望はございません。 

２件目、農地所有者は、○○の○○○○、相続者、○○○○、対象農地、大字寒沢

字○○○○○○他１筆、現況地目、畑、現況面積が２，６０２平米、あっせん希望

はございません。 
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以上、報告します。 

 

議 長  ありがとうございました。 

報告事項ですけれども、何かご質問ありましたら挙手願います。（なし） 

ないようでしたら、次に進みます。 

（２）議案第２６号 農地法第３条の規定による許可申請について、事務局より説

明をお願いいたします。 

 

事務局  資料２ページをお願いします。議案第２６号 農地法第３条の規定による許可申請

について、今月１０件です。 

１件目から４件目までの案件ですが、先月差戻しとなった案件となります。 

申請人、借人は○○○○○の○○○○○○○○○○○○○となります。貸人は、１

件目、○○○の○○○、２件目、○○○○○の○○○○、３件目、○○○○○の○

○○○、４件目、○○○○○の○○○、申請地は大字夜間瀬字○○○○○○他６筆、

現況地目は畑で、合計面積は８，１２１平米となります。契約内容は賃貸借で、賃

料は１０アール２，０００円となります。理由ですけれども、貸人につきましては、

借人の要望により、借人につきましては、醸造用ワインブドウの作付で、新規就農

となっております。 

位置図を１２ページ、公図を１３ページから１６ページに載せております。場所に

つきましては、○○○○○○○にあります○○○○○○から南の方角に続く農地と

なります。 

戻りまして５件目ですが、申請人、渡人は○○○○の○○○○、所有面積６，７３

８平米、耕作面積２，１５４平米、家族総数１、稼働人員ゼロ、受人は愛知県の○

○○○、所有面積、耕作面積ともにゼロ、家族総数２、稼働人員２、申請地は○○

○○○○○○○○、現況地目は畑、面積３３３平米、契約内容は売買で価格は１０

アール当たり３０万円となります。理由ですけれども、渡人につきましては、空き

家バンクに登録した物件に隣接する農地で、空き家とともに売却したいため、受人

につきましては、空き家バンク登録物件とともに農地を購入し、移住後に野菜栽培

を行うということで新規就農となっております。位置図を１７ページ、公図を１８

ページに載せてあります。場所につきましては、○○○○○○から約２５０メート

ルほど東に位置する農地となります。 

６件目ですが、申請人、渡人は○○の○○○○、所有面積、耕作面積ともに１万４，

４２２平米、家族総数５、稼働人員ゼロ、受人は○○○の○○○○、所有面積５，

１２３平米、耕作面積８，７３７、家族総数４、稼働人員２、申請地は大字戸狩字

○○○○○－○、現況地目は畑、面積は１，７８７平米、契約内容は贈与となりま

す。理由ですけれども、渡人につきましては、労力不足のため経営規模の縮小、受

人につきましては、野菜の作付で経営規模の拡大となっております。位置図を１９

ページ、公図を２０ページに載せております。場所につきましては、○○○○○○

から約２５０メートルほど東に位置する農地となります。 

次、４ページをお願いします。 

７件目ですが、申請人、渡人は○○○の○○○○、所有面積２万２，０３４平米、

耕作面積３万７，１２５平米、家族総数３、稼働人員２、受人は○○○の○○○○、

所有面積、耕作面積ともに１，８８７平米、家族総数２、稼働人員２、申請地は大

字夜間瀬字○○○○○○－○、現況地目は畑で、面積１４５平米、契約内容は売買

で、価格は８万７，０００円となります。理由ですけれども、渡人につきましては、

受人からの要望による。受人につきましては、自己耕作地、ブドウ園地への出入り

に必要なためとなっております。位置図を２１ページ、公図を２２ページに載せて
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おります。場所につきましては、○○○○○○から約３５０メートルほど西南に位

置する農地となります。 

８件目ですが、申請人、渡人は○○○の○○○○、所有面積、耕作面積ともに１万

４，２９９平米、家族総数３、稼働人員３、受人は○○○の○○○○、所有面積２

９７平米、耕作面積８，６５６平米、家族総数２、稼働人員２、申請地は大字夜間

瀬字○○○○○○－○、現況地目は畑、面積５７７平米、契約内容は売買で価格は

３５万円となります。理由ですけれども、渡人につきましては、労力不足のため経

営規模の縮小、受人につきましては、ブドウの作付で経営規模の拡大となっており

ます。位置図を２３ページ、公図を２４ページに載せております。場所につきまし

ては、○○○○○○から約１５０メートルほど東南に位置する農地となります。 

９件目ですが、申請人、渡人は○○の○○○○、所有面積６，０３３平米、耕作面

積４，６４６平米、家族総数２、稼働人員２、受人は○○○の○○○、所有面積、

耕作面積ともにゼロ、家族総数２、稼働人員２、申請地は大字平穏字○○○○○○

－○、現況地目は畑、面積は４８０平米、契約内容は売買で、価格は１０アール当

たり３０万円となります。理由ですけれども、渡人につきましては、高齢のため経

営規模の縮小、受人につきましては、新築する住宅地に隣接する農地で、野菜の作

付で新規就農となっております。位置図を２５ページ、公図を２６ページに載せて

おります。場所につきましては、○○○の西側に位置する農地となります。 

１０件目ですが、申請人、渡人は○○○○○の○○○○、所有面積１万２，８８９

平米、耕作面積７，２０９平米、家族総数２、稼働人員１、受人は○○○の○○○

○、所有面積、耕作面積ともにゼロ、家族総数２、稼働人員２、申請地は大字夜間

瀬字○○○○○○－○、○○○○－○、現況地目は公衆用道路、合計面積４５２平

米、契約内容は売買で、価格は１０アール当たり１１０万６，１９４円となります。

理由ですけれども、渡人につきましては、労力不足のため経営規模の縮小、受人に

つきましては居住地の道向かいにある農地で、野菜の作付で新規就農となっており

ます。位置図を２７ページ、公図を２８ページに載せております。場所につきまし

ては、受人の居住地、○○○○○○○の道向かいに位置する農地となります。 

以上につきまして、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件を全て満

たしていると考えます。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。 

１番の案件について、小池委員、説明お願いいたします。 

すみません、１番、２番、３番、４番、先月の案件ですけれども、その後、補足説

明ということで、一括して補足説明お願いいたします。 

 

小池委員 １０月１０日に役場の農林課の方、また夜間瀬地区の委員３名で○○○○○さんよ

り説明会をお聞きしました。地権者の方にこれからちゃんと説明をしていかなきゃ

いけないということで、２５日に前坂区の研修センターにお集まりいただきまして、

地権者の方、また農業委員３名、役場、来ていただきまして説明会を開きました。 

ワインブドウということで、雪の多いところで大変ではないかということで、問題

もありましたけれども、これから少しずつでもワインブドウを作っていただきなが

ら荒廃地をなくし、また鳥獣のすみかを一つでもなくしていきたいと思いますので、

ひとつご協力のほどよろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。 

この案件について、質問のある方は挙手願いいたします。 
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佐藤委員。 

 

佐藤委員 ワインを作るにつけて誰が作るんです。実際、経験者とかそういう方はいらっしゃ

るんですか。 

 

小池委員 会社の中にはいらっしゃるんですけれども、その方にリモートとか、そういう形で

聞きながら進めていきたいということです。また、県のほうにもワインブドウの指

導員の方がいらっしゃるんで、その方にお聞きしながらやっていきたいということ

で、説明会がありました。 

 

議 長  いいですか。ほかに質問ありましたら挙手願います。 

ちょっと、１つ、ワインブドウを作って、収穫後、醸造所とか必要になると思うん

ですけれども、そういうお話しというのは出たんでしょうか。 

 

小池委員 一応、今、○○○のプールがあった場所を醸造所ということでやっていきたいとい

うことでお話を聞きました。ただ、順調に出始めるには多分３年、４年、よくて５

年というような形だそうなので、長い目でちょっと見ていかないと。 

 

議 長  分かりました。 

ほかに質問ある方、挙手願います。（なし） 

ないようでしたら、採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

５番の案件について、私のほうから補足説明をさせていただきます。 

渡人の○○さんなんですけれども、○○さんの父親が○○の出身の方で、その○○

の出身地に兄が住んでいたわけですけれども、そのお兄さんが亡くなって、その後、

息子さんも２人おられたんですけれども、息子さんも２人とも亡くなられて、奥さ

ん独り住まいで住まわれたわけですけれども、その奥さんも高齢ということで、家

のほうを出られて施設に入っているわけですけれども、この権利をここにあるとお

りの○○さんのほうに全部任せるという話で決めたそうです。 

その中で、○○さんのほうもどういうふうにやったらいいかということで、町の空

き家バンクとかに登録しつつ、いたわけですけれども、受人の○○さんですけれど

も、○○○出身ということですけれども、町内に来て物件を見たときに気に入った

ということで、売買に至ったわけですけれども、○○○○さんは、○○の○○さん

の弟さんに当たるわけですけれども、その弟さんも年ということで、息子さんと相

談して任せたわけですけれども、こういう形になりました。 

○○さんも２年後には定年になるということで、定年後にはこっちに移住して、こ

の畑で野菜を栽培しつつ生活したいということです。 

以上ですけれども、よろしくお願いいたします。 

５番の案件について、質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

６番の案件について、下田健志委員、お願いいたします。 

 

下田健志委員 地図を見てもらえばあれなんですけれども、１９ページ、これは○○○○○○

というかありまして、そこの横の休耕田の場所です。前に農地の確認をしたときに、

耕作であったところであります。今回、こういう贈与という形で、○○さんは○○

○○の方だと思うんですけれども、お話がまとまって、また管理していただくとい
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うことなんで、畑とか、草も切ってもらってちゃんとやってもらっているのであれ

ば、何も問題ないと思いますので、皆さんのほう、よろしくお願いします。 

また、○○○○○○○○だと思いますんで、事務局で何か補足ありましたら、取り

あえず、すみません、よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。ただいまの案件について質問のある方は挙手願います。

（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

７番の案件について、湯本貴文委員、お願いいたします。 

 

湯本貴文委員 まず、今回の申請地についてなんですが、○○○○さんが以前、○○○○○さ

んという方から、ちょっと時期は記憶ないですが、１年以内、ごく最近買い取られ

た畑なんです。○○○○○さんと○○○○さん、ご親戚になります。○○○○さん

なんですが、○○○となっておりますが、以前、こちら○○に住んでおりまして、

ちょっと今、住んでいる方いらっしゃらないんですが、家はまだこっちに残ってい

る状態です。取り壊していないというような状態です。人は住んでいないんですが、

そんな状態です。 

それで、○○○○さんの畑があるんですが、その畑に行くのに、今まで通っていた

畑、今まで親戚だったんで無言の了解といいますか、何も言わずに通らせてもらっ

たところなんですが、○○さんに○○○さんが譲ってしまったことによって、ちょ

っとそこが入りづらくなってしまったということで、○○さんに相談して、乗り入

れの部分だけ譲ってもらえないかという話をして、○○さんのほうが快諾していた

だいて、こういうことになりました。 

何ら問題ないと思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。ただいまの案件について質問のある方は挙手願います。

（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

８番の案件について、渡辺委員、お願いいたします。 

 

渡辺委員 受人の○○さんはＩターンということで、○○で里親で修行を受けた後、畑を初め

て５年になるそうなんですけれども、ブドウを主に、リンゴもやっていて、結構な

耕作を頑張ってやっていらっしゃいます。 

今回の畑は、位置図にもあるようにご自宅のすぐ裏の畑で、○○さんも作付をして

いらっしゃいます、ちょっとお年もご高齢になってきたとかで、経営規模縮小する

ということで、○○さんの自宅の裏ということで、今回売買に至ったということで、

畑の草取りもきれいにしてあって、今、更地にもなっていますので、ゆくゆくはブ

ドウの栽培をしたいというふうにおっしゃっていました。問題ないと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。ただいまの案件について質問のある方は挙手願います。

（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

９番の案件について、補足説明を湯本浩委員、お願いいたします。 
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湯本浩委員 ○○○○さんにつきましては、高齢で病気もされているということで、規模縮小

をしたいということで、その土地について、○○さんが隣で家を建てた裏の場所で

野菜を作られているということですので、問題ないともいます。よろしくお願いし

ます。 

 

議 長  ありがとうございました。ただいまの案件について質問のある方は挙手願います。

（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

１０番の案件について、小池委員、補足説明をお願いいたします。 

 

小池委員 ○○○○さんなんですが、ちょっと体を壊され農業をすることができなくなったと

いうことで、○○さん、すぐ土地の下でペンションを初めてもう４０年ぐらいたつ

かと思います。隣接しているというか、道路１本挟んでいるということで、少し野

菜を作りたいというお話がありまして、できたらそこで家庭菜園ではないんですけ

れども、作りたいということで話がありました。面積的には僅かなんですけれども、

うちで食べる程度の野菜を作りたいということで、すぐ裏も山ですので、少しでも

耕作ちょっとしていただければ助かると思いますので、ひとつよろしくお願いいた

します。 

 

議 長  ありがとうございました。ただいまの案件について質問のある方は挙手願います。

（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

（３）議案第２７号 農地法第５条の規定による許可申請について、事務局より説

明をお願いいたします。 

 

事務局  資料６ページお願いします。議案第２７号 農地法第５条の規定による許可申請に

ついて、こちら売買に伴う農地転用の案件となります。 

今月１件ございまして、所在地は大字平穏字○○○○○○－○、地目は台帳、現況

ともに畑、面積は４１４平米、農地区分に３種農地でございます。申請事由ですが、

個人用住宅の建築いうことで、申請人は、渡人は○○の○○○○、受人は○○○在

住の○○○、契約内容は売買で、事由の詳細ですが、現在、受人の○○さんは○○

○のアパートに住んでいますが、子供が生まれて手狭になるため、土地を購入し、

住宅を建築するという案件になります。 

添付資料ですが、２９ページに位置図、こちらですけれども、先ほど第３条の９番

目の案件で許可になりました農地と隣接している土地です。○○○から約４０メー

トルほどの距離になります。次の資料３０ページに公図の写し、３１ページに住宅

の配置図を載せております。 

以上になります。 

 

議 長  ありがとうございました。 

この案件について補足説明をお願いいたします。湯本浩委員、お願いいたします。 

 

湯本浩委員 この案件につきましては、ただいま事務局のほうからあったとおり、農地法第３

条のところで説明した○○○○さん、○○○さんのところでありますけれども、先
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ほどの農地法第３条の売買でもありましたが、○○さんの農地を分筆して、そのう

ち４１４平米を住宅、４８０平米を農地として利用されます。隣接する土地に果樹

がありますが、地権者の同意が取れており、転用し住宅を建てても問題ないと思わ

れます。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

（４）議案第２８号 農用地利用集積計画の承認について、事務局より説明をお願

いいたします。 

 

事務局  資料１０ページをお願いします。議案第２８号 農用地利用集積計画の承認につき

まして、今月利用権設定の新規設定が２件、再設定が１件の計３件です。 

１件目ですが、設定を受ける者が○○○の○○○○、設定する者が○○○の○○○、

設定する農地、大字夜間瀬字○○○○○○○－○、現況地目は畑、面積１，２７３

平米、利用権の種類は賃借権で、５年の設定でブドウの作付を予定しています。賃

料は全体で１万９，４３４円の新規設定となります。 

２件目ですが、設定を受ける者が○○○の○○○○○、設定する者が○○の○○○

○、設定する農地、大字佐野字○○○○○－○、現況地目は畑、面積２，８１２平

米、利用権の種類は賃借権で、１０年の設定でプラムの作付を予定しています。賃

料は１０アール当たり７，０００円の新規設定となります。 

３件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○の○○○○○、

設定する農地、大字寒沢字○○○○○○○、現況地目は畑で面積６，８６３平米の

うち４，７７７平米、利用権の種類は賃借権で、１０年の設定でリンゴの作付を予

定しています。賃料は全体で６万９，０００円の再設定であります。 

以上３件につきまして、承認をお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。 

１番の案件について補足説明をお願いいたします。湯本貴文委員、お願いいたしま

す。 

 

湯本貴文委員 ○○さんに関してですが、高齢になったため、ちょっと自分では耕作ができな

いということでやってくれる人を探したところ、この畑の近所に住んでおります○

○○○さんはブドウをやっておりますし、やってもいいよということになりまして、

この話がまとまりました。○○さんも結構真剣にやっておりますので問題ないかと

思いますので、よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

２番の案件について私のほうから補足説明をさせていただきます。 

貸方のほうの○○○○さんなんですけれども、数年前まで野菜づくりで頑張ってい

たわけですけれども、ちょっと体調を崩し、また高齢になったということで栽培が

できなくなったという話ですけれども、○○○さんのほうに打診したところ、一時

ちょっと悩んだんですけれども、やってみるかということで、近くに隣接のところ

でもプラム栽培をしており、便利性もあってやってみるということで決めたという

ことです。何ら問題はないと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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この案件について質問のある方は挙手願います（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

小古井委員、可決ということでお願いします。 

３番の案件について、上原代理お願いいたします。 

 

上原代理 この案件ですが、この畑をちょっと確認しに行ったところ、○○さんがちょうど収

穫されていて、夫婦で。もう２０年ぐらいずっと借りておられて、もうあと１０年

頑張ってつくるかということをおっしゃっていらっしゃったので、何ら問題ないと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

以上で今月の議事は終了といたします。ありがとうございました。 

 

会長代理 山本会長、ありがとうございました。 

 

＜その他＞ 農業委員会慰労旅行について 

      農地利用最適化活動について 

      県選出国会議員との懇談会の議題について 

      当面の日程について 

 

会長代理 ありがとうございました。以上をもちまして第１０回山ノ内町農業委員会定例総会

を閉会いたします。皆様ご苦労さまでした。 

 

 

閉会 午後５時６分 
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